
 

 

千葉市監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、行政監

査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知

がありましたので、公表します。 

 

    平成２７年３月１３日 

 

千葉市監査委員 宮 下 公 夫 

同       宮 原 清 貴 

同       小 川 智 之 

                   同       川 岸 俊 洋 

 

  



 

 

２６千総総第８６６号 

平成２７年３月９日 

 

 千葉市監査委員 宮 下 公 夫 様 

 同       宮 原 清 貴 様 

 同       小 川 智 之 様 

 同       川 岸 俊 洋 様 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２５年度監査報告第１号及び第１３号並びに平成２６年度監査報告第７号及び第８号に

より報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

  



 

 

報告書番号 ２６監査報告第８号 

監査の種類 財務定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

ア 歳入の収納事務委託の取りやめに係

る告示を適正に行うべきもの（環境局） 

    地方自治法施行令第１５８条第２項

によると、歳入の徴収又は収納の事務

を私人に委託したときは、普通地方公

共団体の長は、その旨を告示し、かつ、

当該歳入の納入義務者の見やすい方法

により公表しなければならないとされ

ている。また、一般的に、委託を取り

やめる場合にも告示及び公表の手続き

が必要であると解されている。 

    しかしながら、粗大ごみ処理手数料

収納業務委託については、委託を開始

した旨の告示は行っていたものの、委

託の一部を取りやめた旨の告示を行っ

ていなかった。 

    歳入の収納事務委託の取りやめに係

る告示については、適正に行われたい。 

 

  

 

歳入の収納事務委託の取りやめに係る告示

については、所属長から職員に対して法令等

に基づき適正に行うよう周知徹底し、以後、

取りやめが発生した場合は適正に告示してい

る。 

  ウ 督促状の送達を適正に行うべきもの

（中央区役所、緑区役所） 

予算会計規則第３７条第１項による

と、調定した歳入について納期限を過ぎ

ても納入に至らないものがあるときは、

納期限後２０日以内に督促状により督

促しなければならないとされている。 

しかしながら、一部の歳入について

は、債務者から納期限までに納付されな

かったにもかかわらず、督促を行ってい

なかった。 

督促状の送達については、規則に基づ

き適正に行われたい。 

 

 

督促状の送達については、予算会計規則に

基づき適正に行うよう所属長から職員に対し

て周知徹底を図った。 

なお、調定した歳入のうち納期限を過ぎて

も納入されていなかったものについては、平

成２７年１月までに督促状により督促を行っ

た。 

エ つり銭資金の交付申請を行うべきも

の（緑区役所） 

予算会計規則第８０条第２項による 

と、区会計管理者、現金出納員又は区

現金出納員は、つり銭資金を必要とす

るときは、つり銭資金交付申請書を会

計管理者に提出しなければならないと

 

 

 つり銭資金の交付申請については、規則に

基づき適正に行うよう、所属長から職員に対

して周知徹底するとともに、会計管理者に交

付申請書を提出し、徴収嘱託員が使用するつ

り銭資金の交付を受けた。 



 

 

されている。 

しかしながら、保険年金課では、徴 

収嘱託員による国民健康保険料の収納

金があるにもかかわらず、当該用途に

係るつり銭資金の交付申請が行われて

いなかった。 

つり銭資金の交付申請については、 

規則に基づき適正に行われたい。 

 

（２）支出事務  

  ア 補償、補填及び賠償金の執行を適正

に行うべきもの（環境局） 

    決裁規程別表第１によると、補償、

補填及び賠償金に係る歳出予算の執行

については、その内容により、金額に

応じて局長等が決裁する補償金と、金

額にかかわらず局長又は区長が決裁す

る補填金及び賠償金とに区分して処理

するものとされている。 

    また、「決裁規程の運用について」（副

市長依命通達）によると、決裁に至る

までの手続きにおいて、合議を要する

事項については、必要に応じて担当課

と事前に協議、調整することとされて

おり、別表において、損害賠償に係る

支出負担行為については、政策法務課

長の合議を要するものとされている。 

    しかしながら、補償、補填及び賠償

金から支出された一部の経費について

は、法務担当部署との事前協議が行わ

れなかったため、経費の内容が賠償金

の性質を有するものであるにもかかわ

らず、補償金として処理されていた。 

    補償、補填及び賠償金の執行につい

ては、その経費の性質の判断に際し事

前協議を行うなど、規程等に基づき適

正に行われたい。 

 

 

 

 補償、補填及び賠償金の執行については、

所属長から職員に対して決裁規程等に基づ

き、必要に応じて法務担当部署と事前協議を

行うなど、適正に行うよう周知徹底した。 

（３）契約事務 

ア 家庭ごみに係る指定袋の保管管理を

適正に行うべきもの（環境局） 

    家庭ごみに係る指定袋保管管理配送

業務委託については、仕様書において、

受注者は、指定袋（良品）の保管管理

 

 

 

家庭ごみに係る指定袋の保管管理について

は、受注者から提出された報告書の確認を十

分に行うよう所属長から職員に対して周知徹



 

 

を適正に行うとともに、業務に伴い発

生した不良品等については、指定袋の

在庫数量に含まずに保管することとさ

れている。 

    また、受注者は、毎月末に指定袋保

管場所在庫状況報告書（月報）により、

指定袋の在庫数量や不良品等の数量を

報告することとされている。 

    しかしながら、当該報告書を確認し

たところ、受注者が、指定袋の在庫数

量に不良品等の数量を含めて報告して

いたため、指定袋の在庫数量が確認で

きない状況となっていた。 

    指定袋は、保管管理を委託している

とはいえ市の所有物であることから、

その保管管理については、受注者から

提出された報告書の確認を十分に行う

とともに、適正に行うよう受注者を指

導されたい。 

底した。 

 また、問題のあった報告内容に関しては、

受注者から原因を聴取し、現地調査を行うと

ともに、指定袋の適正な保管管理を徹底する

よう指導を実施した。 

 その後、受注者から再発防止についての改

善報告書及び修正後の指定袋保管場所在庫状

況報告書（月報）の提出を受け、以後、月報

記載の在庫数量と保管場所における在庫数量

に相違がないことを確認している。 

 

イ 業務委託に係る産業廃棄物の運搬を

適正に行うべきもの（環境局） 

道路交通法第５７条第１項による

と、車両の運転者は、当該車両につい

て積載重量の制限を超えて車両を運転

してはならないとされており、本市が

執行する工事においては、過積載によ

る違法運転の防止の徹底を図るため、

特記仕様書に受注者が遵守すべき事項

を明記するなど、所要の対策が講じら

れている。 

    しかしながら、園生町地下水浄化施

設撤去委託においては、発生したコン

クリート殻等の産業廃棄物の運搬に当

たり、工事に準じた過積載対策が講じ

られておらず、結果として、過積載が

見受けられた。 

    業務委託に係る産業廃棄物の運搬に

ついては、工事に準じて所要の対策を

講ずるとともに、適正に行うよう受注

者を指導されたい。 

 

 

業務委託に係る産業廃棄物の運搬について

は、所属長から職員に対して工事に準じ適正

に行うよう周知徹底した。 

 また、平成２６年１２月契約分から、特記

仕様書に過積載防止に関する事項並びに産業

廃棄物の収集又は運搬に伴う運搬車両の表示

及び書面の備え付けを明記し、受注者への指

導の徹底を図った。 

 

（４）財産管理事務 

ア 工作物の管理を適正に行うべきもの

 

 



 

 

（環境局） 

    公有財産規則第１５条によると、公

有財産の管理については、常に現況と

公有財産台帳との符号状況に留意しな

ければならないとされている。 

    しかしながら、地下水汚染に係る観

測井及び大気汚染測定局に附置された

鉄塔の現況と公有財産台帳との符号状

況を抽出して確認したところ、各工作

物の現況と公有財産台帳に記載されて

いる内容とに相違が見受けられた。 

    工作物の管理については、規則に基

づき適正に行われたい。 

 

 工作物の管理については、規則に基づき適

正に行うよう所属長から職員に対して周知徹

底した。 

 また、所管している工作物に対して現況調

査を実施し、未登録であることが判明した観

測井１９件及び鉄塔１件について、平成２６

年１２月１６日付けで管財課へ工作物取得通

知書を提出した。 

ウ 重要物品の照合確認を適正に行うべ

きもの（環境局、緑区役所） 

    物品会計規則第２９条第２項による

と、物品管理者は、管理する備品の使

用状況について、毎年度１回以上、備

品明細一覧表に記録されている内容と

照合して確認しなければならないとさ

れている。 

    また、当該規定に基づき、平成２６

年５月１６日付けで会計室長が依頼し

た「備品の確認について」によると、

物品管理者は、管理及び使用に係る備

品と備品明細一覧表に記載されている

内容について確認し、相違がある場合

には、所定の報告をすることとされて

いる。 

    しかしながら、一部の重要物品につ

いては、実際は廃棄処分されているに

もかかわらず、備品明細一覧表に記載

されている内容との照合確認を行って

いないため、引き続き備品明細一覧表

に記載されている状況が見受けられ

た。 

    重要物品の照合確認については、規

則等に基づき適正に行われたい。 

 

 

重要物品の照合確認については、規則等に

基づき適正に行うよう所属長から職員に対し

て周知徹底した。 

 また、管理等に係る備品と備品明細一覧表

に記載されている内容について照合確認を再

度行い、登録内容に相違があることが判明し

たものについては、訂正を行った。 

 


